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Background Insight

国際会計基準審議会（IASB）、
IFRS第20号「規制資産及び規制負債」を公表
IASBは、2026年5月27日に、IFRS第20号「規制資産及び規制負債」を公表しました。

 IFRS第14号「規制繰延勘定」に置き換わる新たな会計基準として、IFRS第20号「規
制資産及び規制負債」が公表されました。

 本会計基準は、料金規制のもとで生じる「時点差異」を財務諸表に適切に反映するた
めの包括的な会計モデルを導入するものであり、主に公益事業、エネルギー、運輸等
の企業に影響すると想定されています。

 本会計基準には、規制資産、規制負債、規制収益及び規制費用の認識、測定、表示並
びに開示に関する原則が示されています。

News

• 本会計基準の導入により、将来の料
金調整によって請求金額を加算する
権利は規制資産、また減算する義務
は規制負債として貸借対照表におい
て認識されることとなります。

• また、規制資産・規制負債の増減の
影響が、規制収益・規制費用として
認識されることにより、提供した財
又はサービスに対する報酬総額を財
又はサービスを提供した期間に認識
することとなります。

• 対象となる企業は限定的と考えられ
るものの、本会計基準は特定の業種
のみに適用されるものではなく、適
用要件を満たすすべての企業に適用
されるため、留意が必要です。

• 料金規制のもとでは、財又はサービ
スの提供時期とそれに対応した報酬
の請求時期とに差異（時点差異）が
生じることがあります。

• 従来の会計基準では、たとえば、将
来の期間における規制料金に含めて
請求する報酬の影響を当期の収益と
しては認識できず、提供した財又は
サービスに対する報酬の一部が異な
る期間に認識されるという課題があ
りました。

• 本会計基準は、こうした時点差異の
影響を企業の財政状態、財務業績に
反映することにより、料金規制の影
響を財務諸表利用者が包括的に理解
するのに役立ちます。

料金規制 規制資産・負債 時点差異
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1. 公表の背景

料金規制とは、規制当局によって設定された「規制上の合意」により、企業
が顧客に請求できる報酬の金額や、その報酬を規制料金に反映する時期が定
められる仕組みをいいます。

このような料金規制のもとでは、企業が提供した財又はサービスに係る報酬
の一部が異なる期間の規制料金として回収されることがあり、提供した期と
規制料金に反映される期との間にずれが生じます（以下、「時点差異」とい
う）。これにより、従来のIFRS®会計基準では、当期の収益が当該期間に提
供した財又はサービスから得られる報酬の一部を表さない場合があるほか、
将来の料金調整に係る権利及び義務も財務諸表に反映されていないという課
題がありました。

そのため、時点差異が収益及び費用に与える影響や、当該差異に起因して企
業が有する権利及び義務の内容及び金額、さらには将来キャッシュ・フロー
への影響について、財務諸表利用者が十分に把握することが困難な状況にあ
りました。

これを受けてIASBは、料金規制の影響を財務諸表に適切に反映する包括的な
会計モデルとして、IFRS第20号を公表しました。

2. IFRS第20号「規制資産及び規制負債」の概要

（1）IFRS第20号の概要

IFRS第20号は、料金規制の対象となる企業がその適用要件（2.(3)参照）を満
たした場合、当該企業が提供した財又はサービスに対する「合計許容報酬」
（規制上の合意によって顧客に請求する権利を有する報酬の総額）を、当該
財又はサービスを提供した期間に認識するという原則が採用されています。

この原則を適用するため、本会計基準では、IFRS第15号「顧客との契約から
生じる収益」における収益等、他の会計基準によって企業がすでに認識して
いる金額（以下、「IFRS第15号の収益」という）に加えて、以下の項目を新
たに認識することを企業に求めています。

項目 定義

規制資産
IFRS第15号の収益には、すでに提供した規制対象の財又はサービスに対する合計許容報酬
の一部又は全部がまだ含まれていないため、将来の期間の規制料金を決定する際に、顧客
への請求金額を加算するという、規制上の合意によって創出された強制可能な現在の権利

規制負債
IFRS第15号の収益には、すでに提供した規制対象の財又はサービスに対する合計許容報酬
の一部又は全部がすでに含まれているため、将来の期間の規制料金を決定する際に、顧客
への請求金額を減算するという、規制上の合意によって創出された強制可能な現在の義務

規制収益 規制資産又は規制負債の変動から生じる収益

規制費用 規制資産又は規制負債の変動から生じる費用

国際会計基準審議会（IASB）、
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（2）従来のIFRS会計基準（IFRS第15号）に基づく会計処理とIFRS第20号に
基づく会計処理との比較

【設例1（規制資産が生じる場合）】

（前提）

• A社は、規制上の合意の当事者であり、顧客に財を提供する際に発生する
投入コストを回収する権利を有している（本事例では、単純化のため、規
制当局により、企業は利益なしで投入コストを回収することが認められて
いるものとする）。

• 20X1年の規制料金は、見積り投入コストCU100を回収するように設定さ
れているが、20X1年の実際投入コストはCU120であった。

• A社は、20X1年に回収しなかった投入コストCU20を回収するために、規
制上の合意により、20X2年に提供する財に対して顧客に請求する規制料
金を増額させる。

• 20X2年の規制料金は、見積り投入コストCU100と、20X1年に回収しな
かった投入コストCU20を併せて、CU120（CU100＋CU20）を回収する
ように設定されている。20X2の実際の投入コストはCU100であった。

【従来のIFRS会計基準（IFRS第15号）に基づく会計処理】

20X1年における IFRS第15号の収益は、見積り投入コストに基づく金額
（CU100）のみとなり、実際投入コスト（CU120）に基づく合計許容報酬の
一部（CU20）は、20X1年のIFRS第15号の収益には含まれません。20X1年の
投入コストの回収不足に対する報酬（CU20）は、20X2年に提供する財に対
する規制料金を通じて顧客に請求することが、規制当局との合意によって定
められているため、20X2年におけるIFRS第15号の収益に含まれます。した
がって、20X2年のIFRS第15号の収益には、20X1年に提供した財に対する合
計許容報酬の残額（CU20）と、 20X2年に提供した財の報酬の全額
（CU100）が含まれます。

これにより、財務諸表利用者は、A社は20X1年の業績が悪く、20X2年は業績
が良いと判断する可能性があります。

1 本設例は、IFRS第20号の理解促進を目的としてIASBが公表している説明資料「Introducing 

IFRS 20 Regulatory Assets and Regulatory Liabilities」を基に作成しており、IFRS会計基準の
一部を構成するものではありません。
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損益計算書 20X1年 20X2年
IFRS第15号の収益 100 120

投入コスト (120) (100)

利益（損失） (20) 20

国際会計基準審議会（IASB）、
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【IFRS第20号に基づく会計処理】

本会計基準では、企業が有する現在の権利を、次のように認識します。

• 実際に財を提供する期間と報酬を請求する期間との差異（時点差異）によっ
て生じる問題に対処するために、企業は、20X1年に財を提供したが、20X2

年に請求する報酬分CU20を規制資産として認識するとともに、同額の規制
収益を財務業績計算書に含めて認識します（IFRS第15号の収益の直下に表示
する）。

• 規制当局との規制上の合意に基づいて、企業は、20X1年提供した財に対
する報酬の不足分（CU20）を、20X2年に顧客に請求する規制料金に追加
して回収します。ここで、企業は、20X1年に認識した規制資産を取り崩
し、規制費用（△CU20）を純損益に含めて認識します（IFRS第15号の収
益の直下に表示する）。
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損益計算書 20X1年 20X2年

IFRS第15号の収益 100 120

規制収益（規制費用） 20 (20)

投入コスト (120) (100)

利益（損失） – –

財政状態計算書 20X1年 20X2年

規制資産 20 –

【図表1】（IFRS第20号に基づく会計処理のイメージ図）

IFRS第15号
収益

（CU 120）

規制費用
（△CU 20）

規制資産の
取崩し

20X2年
合計許容報酬
（CU 100）

20X2年20X1年

20X1年
合計許容報酬
（CU 120）

規制収益
（CU 20）

IFRS第15号
収益

（CU 100）

規制資産
（CU 20）

時点差異
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（3）規制資産又は規制負債の計上対象となる企業（適用要件）

以下のすべての要件に該当する企業は、本会計基準に基づいて規制資産又は
規制負債を計上します。

• 企業と規制当局が規制上の合意の当事者である

• 当該規制上の合意は、企業が顧客に提供する財又はサービスに対して請求
する規制料金を規定する

• ある期間に提供した財又はサービスに対する合計許容報酬の一部又は全部
が、異なる期間（過去又は将来）に提供する財又はサービスに対する規制
料金を通じて顧客に請求される（時点差異を生じさせる）

本会計基準は、必ずしも特定の業種に限定された会計基準ではありません。
また、IFRS第14号とは異なり、任意で適用される会計基準ではなく、上記の
適用要件を満たすすべての企業に適用されるため、上記の要件に該当するか
否かについて検討が必要です。

（4）表示

本会計基準では、料金規制に関する項目について、次のように表示すること
が要求されています（4ページの参照）。

• 財政状態計算書：「規制資産」及び「規制負債」を独立の項目として表示
する

• すべての規制収益からすべての規制費用を控除したものを、IFRS第15号
の収益の直下に独立の科目で表示する2

2 一部の状況において、規制収益又は規制費用は、その他の包括利益 (other comprehensive 

income, OCI) に含めて表示される場合もある（例：IAS第19号「従業員給付」に規定する確定
給付制度の再測定に基づいた影響等）。

（5）注記

IFRS第20号では、料金規制が企業の財政状態、財務業績及び将来のキャッ
シュ・フローに与える影響を利用者が理解できるよう、当該企業が当事者と
なっている規制上の合意の性質について、規制対象の財又はサービス、規制
料金の設定方法及び規制料金が請求される時期等を含めて、包括的な開示が
必要となります。
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3. 適用開始日及び経過措置

本会計基準は、2029年1月1日以降開始する事業年度から適用されます。早期
適用も認められ、早期適用を行う場合には、その旨を注記することが求めら
れます。

本会計基準を最初に適用する際は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの
変更及び誤謬」に基づく遡及修正が求められます。なお、遡及修正にあたっ
ては、前述の原則的な方法の他、適用開始日の直前の事業年度の期首以降の
情報に基づいた事後的判断によって遡及処理を行うといった修正遡及アプ
ローチも認められています。
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